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歳入 （単位：千円）

保険料 介護保険料 495,761 496,017 ▲ 256

使用料及び手数料 使用料 1 1 0
手数料 11 11 0

小　　　　　　計 12 12 0
国庫支出金 国庫負担金 528,914 530,076 ▲ 1,162

国庫補助金 339,799 338,722 1,077
小　　　　　　計 868,713 868,798 ▲ 85

支払基金交付金 支払基金交付金 831,319 832,022 ▲ 703

県支出金 県負担金 446,438 447,271 ▲ 833
県補助金 19,925 20,048 ▲ 123

小　　　　　　計 466,363 467,319 ▲ 956

財産収入 財産運用収入 3 3 0

繰入金 一般会計繰入金 524,630 523,890 740
基金繰入金 18,000 18,000 0

小　　　　　　計 542,630 541,890 740

繰越金 繰越金 1 1 0

諸収入 延滞金加算金及び過料 30 30 0
市預金利子 1 1 0
雑入 175 90 85

小　　　　　　計 206 121 85
3,205,008 3,206,183 ▲ 1,175

歳出 （単位：千円）

総務費 総務管理費 47,993 47,226 767
徴収費 1,495 1,525 ▲ 30
介護認定審査会費 24,039 23,891 148
趣旨普及費 0 0 0

小　　　　　　計 73,527 72,642 885
保険給付費 介護サービス等諸費 2,720,842 2,700,145 20,697

介護予防サービス等諸費 62,480 61,260 1,220
その他諸費 2,650 2,724 ▲ 74
高額介護サービス等費 80,063 75,458 4,605
高額医療合算介護サービス等費 7,740 7,740 0
特定入所者介護サービス等費 127,316 159,900 ▲ 32,584

小　　　　　　計 3,001,091 3,007,227 ▲ 6,136
地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 66,096 62,934 3,162

一般介護予防事業費 13,601 13,478 123
包括的支援事業・任意事業費 44,703 43,928 775
その他諸費 240 228 12

小　　　　　　計 124,640 120,568 4,072

基金積立金 介護保険基金積立金 3 3 0

公債費 公債費 46 42 4

諸支出金 償還金及び還付加算金 701 701 0

予備費 予備費 5,000 5,000 0

3,205,008 3,206,183 ▲ 1,175

３　令和５年度介護保険特別会計歳入歳出予算

歳　　入　　合　　計

歳　　出　　合　　計

款 項
令和４年度
当初予算

増　減

款 項

令和５年度
当初予算

令和５年度
当初予算

令和４年度
当初予算

増　減
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（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

訪問介護 109,874 73,226 36,648

訪問入浴介護 7,158 7,158 0

訪問看護 47,830 47,476 354

訪問リハビリテーション 8,918 8,414 504

通所介護 158,585 163,288 ▲ 4,703

通所リハビリテーション 165,692 180,137 ▲ 14,445

福祉用具貸与 80,342 79,929 413

短期入所生活介護 53,019 65,962 ▲ 12,943

短期入所療養介護（老健） 17,330 18,001 ▲ 671

短期入所療養介護（療養型） 0 0 0

居宅療養管理指導 7,760 7,799 ▲ 39

特定施設入居者生活介護 185,000 192,043 ▲ 7,043

合　　　　　計 841,508 843,433 ▲ 1,925

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

認知症対応型通所介護 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 169,394 162,050 7,344

小規模多機能型居宅介護（短期利用） 40 40 0

認知症対応型共同生活介護 226,787 232,431 ▲ 5,644

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 30,000 37,873 ▲ 7,873

地域密着型通所介護 191,337 191,337 0

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3,270 3,256 14

合　　　　　計 620,828 626,987 ▲ 6,159

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

介護老人福祉施設サービス 373,584 364,625 8,959

介護老人保健施設サービス 644,334 668,665 ▲ 24,331

介護療養型医療施設サービス・介護医療院 105,308 67,423 37,885

特定診療費・特別診療費 15,205 6,609 8,596

合　　　　　計 1,138,431 1,107,322 31,109

 　居宅介護サービス給付費

 　施設介護サービス給付費

項　　　　　　　　　目

　　令和５年度介護保険特別会計歳入歳出予算内訳

項　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　目

 　地域密着型介護サービス給付費

増　　　減

増　　　減

増　　　減
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（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

介護福祉用具購入費 2,785 2,785 0

予防福祉用具購入費 903 903 0

合　　　　　計 3,688 3,688 0

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

介護住宅改修費 5,300 5,300 0

予防住宅改修費 3,500 3,500 0

合　　　　　計 8,800 8,800 0

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

居宅介護サービス計画給付費 111,986 114,314 ▲ 2,328

介護予防サービス計画給付費 9,085 8,597 488

合　　　　　計 121,071 122,911 ▲ 1,840

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

介護予防訪問看護 4,780 5,443 ▲ 663

介護予防訪問リハビリテーション 1,961 1,801 160

介護予防通所リハビリテーション 16,323 19,571 ▲ 3,248

介護予防福祉用具貸与 13,315 13,212 103

介護予防短期入所生活介護 333 333 0

 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 50 50 0

介護予防居宅療養管理指導 687 550 137

介護予防特定施設入居者生活介護 7,261 2,199 5,062

合　　　　　計 44,710 43,159 1,551

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

介護予防小規模多機能型居宅介護 4,279 5,098 ▲ 819

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0

合　　　　　計 4,279 5,098 ▲ 819

 　居宅介護（予防）住宅改修費

 　居宅介護（予防）福祉用具購入費

項　　　　　　　　　目

 　地域密着型介護予防サービス給付費

 　介護予防サービス給付費

項　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　目

 　居宅介護（予防）サービス計画給付費

増　　　減

増　　　減

増　　　減

増　　　減

増　　　減
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（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

審査支払手数料 2,650 2,724 ▲ 74

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

高額介護サービス費 79,973 75,368 4,605

　　　現物給付分 799 799 0

　　　償還払分 79,174 74,569 4,605

高額介護予防サービス費 90 90 0

　　　現物給付分 0 0 0

　　　償還払分 90 90 0

合　　　　　　　計 80,063 75,458 4,605

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

高額医療合算介護サービス費 7,700 7,700 0

高額医療合算介護予防サービス費 40 40 0

合　　　　　計 7,740 7,740 0

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度

当初予算 当初予算

特定入所者介護サービス費 127,214 159,798 ▲ 32,584

特定入所者介護予防サービス費 100 100 0

合　　　　　計 127,314 159,898 ▲ 32,584

（単位：千円）

令和５年度 令和３年度

当初予算 当初予算

介護給付費総計 3,001,082 3,007,218 ▲ 6,136

※特例分（9,000円）を除く

項　　　　　　　　　目

 　高額医療合算介護（予防）サービス費

項　　　　　　　　　目

 　特定入所者介護（予防）サービス費

 　高額介護（予防）サービス費

項　　　　　　　　　目

 　審査支払手数料

項　　　　　　　　　目

 　介護給付費総計

項　　　　　　　　　目

増　　　減

増　　　減

増　　　減

増　　　減

増　　　減
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　 　保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金について（資料１）
　　ア　保険者機能強化推進交付金
　　　　平成３０年度から，高齢者の自立支援・重度化防止等に関する保険者の取組に対
　　　し，指標に基づいて国が評価し，予算の範囲内で交付金が交付される制度です。
　　　　交付金は，地域支援事業など使用できる事業が決められており，今年度は，主に
　　　総合事業の紙おむつ給付事業と訪問給食サービス事業に繰り入れたところです。な
　　　お，交付金額は令和３年度が4,533,000円，令和４年度が4,214,000円となっていま
　　　す。

　　イ　介護保険保険者努力支援交付金
　　　　令和２年度から，保険者による介護予防及び重度化防止に関する取組について更
　　　なる推進を図るため，新たな介護予防・健康づくりに資する取組に重点化した制度
　　　です。
　　　　今年度は，主に総合事業の訪問型サービス事業と通所型サービス事業に繰り入れ
　　　たところです。交付金額は，令和３年度が4,512,000円，令和4年度が4,315,000円
　　　となっています。

　　　県内の状況は，資料１のとおりとなっています。

　 　第９期高齢者保健福祉計画策定委員会について
　　　令和５年度は，令和６年度から令和８年度までを１期とする第９期高齢者保健福祉
　　計画の策定年度になります。委員は，介護保険運営協議会委員等と兼任していただく

　　　会議は，介護保険等運営協議会とは別に３回程度を予定しています。

　　予定です。

　　めて委員の推薦をお願いする予定です。
　　　今回の委員任期が令和５年３月３１日までとなっておりますので，令和５年度に改

４　今後の介護保険事業について
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　 　介護予防・生活支援総合事業について

　　ア　訪問型介護サービス
　　　　　(ア)　訪問型相当サービス事業所指定

令和３年度：１５事業所 令和４年度：１５事業所
備　考

～R5.3.31　廃止

　　　　　(イ)　訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）指定事業所　　
令和３年度：　８事業所 令和４年度：　８事業所

備　考

～R5.3.31　指定終了

訪問介護事業所　ひまわり

ヘルプサービスはまかぜ園

ＪＡ鹿児島いずみ指定訪問介護事業所

ふくしサービスセンター愛ちゃん

ホームヘルパーステーションわかまつ園

市内

ニチイケアセンター阿久根

市内

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

市外

阿久根市社会福祉協議会　訪問介護事業所

訪問介護事業所　ひまわり

ヘルプサービスはまかぜ園

ＪＡ鹿児島いずみ指定訪問介護事業所

ヘルパーステーション　コミニティケアいずみ

ふくしサービスセンター愛ちゃん

ニチイケアセンター五万石

㈱ティー・シー・エス訪問介護事業所

ヘルパーステーションいこい長島

ヘルパーステーションうきぐも阿久根

ホームヘルパーステーションわかまつ園

阿久根市社会福祉協議会　訪問介護事業所

ヘルパーステーションうきぐも阿久根

コミュニティケアいずみ　野田サテライト

事　業　所　名

事　業　所　名

令和５年３月１日現在　

市外

ヘルパーステーションさくら彩

訪問介護　はる風
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　　イ　通所型介護サービス
　　　　　(ア)　通所型相当サービス事業所指定

令和３年度：１３事業所 令和４年度：１３事業所
備　考

　　　　　(イ)　通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）指定事業所
令和３年度：　５事業所 令和４年度：　５事業所

備　考

デイサービスセンターはまかぜ園

デイサービスセンターわかまつ園

レストケア出水・デイイブニングセンター癒

デイサービスセンターわかまつ園

市外

デイサービスセンター明日天気になぁれ

市内

ＪＡ鹿児島いずみ指定通所介護事業所

市外

デイサービスセンター野田の郷

デイサービスセンター翠香苑

デイサービスセンター緑風荘

ＪＡ鹿児島いずみ指定通所介護事業所

デイサービスセンター翠香苑

デイサービスセンター緑風荘

デイサービスセンターはまかぜ園

デイサービスセンター　リハシップあい西出水

デイサービスセンター和

市内

デイサービス桃の家

事　業　所　名

事　業　所　名

デイサービスセカンドライフ

デイサービス　はる風
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資料１

【2022年度】
第１号被保険者数

R3.3.31現在
調整後
得点合計

交付金額
（千円）

調整後
得点合計

交付金額
（千円）

配点
鹿児島市 165,793 929 90,876 480 102,775

鹿屋市 30,127 1,092 22,353 551 24,517

枕崎市 8,304 529 3,273 310 4,135

阿久根市 8,092 699 4,214 332 4,315

出水市 17,479 751 8,919 320 8,261

指宿市 15,627 673 7,146 300 6,924

西之表市 5,685 771 3,266 428 3,908

垂水市 6,175 659 3,032 315 3,124

薩摩川内市 30,226 841 17,271 430 19,196

日置市 16,440 960 10,723 500 12,140

曽於市 14,286 1,049 10,182 543 11,457

霧島市 34,496 812 19,032 415 21,143

いちき串木野市 10,291 631 4,412 435 6,611

南さつま市 13,283 619 5,586 280 5,493

志布志市 10,873 735 5,430 345 5,540

奄美市 13,754 891 8,326 455 9,243

南九州市 13,520 759 6,972 435 8,686

伊佐市 10,327 637 4,470 290 4,423

姶良市 24,010 675 11,012 320 11,347

三島村 110 560 50 235 44

十島村 207 861 145 315 113

さつま町 8,469 520 3,281 195 2,653

長島町 3,763 580 1,626 435 2,629

湧水町 3,963 589 1,739 300 1,910

大崎町 5,059 411 1,549 240 1,950

東串良町 2,340 567 1,077 235 951

錦江町 3,199 838 1,997 505 2,595

南大隅町 3,354 695 1,737 330 1,778

肝付町 6,135 575 2,628 245 2,414

中種子町 3,043 548 1,242 280 1,369

南種子町 1,998 742 1,203 340 1,175

屋久島町 4,389 660 2,158 250 1,762

大和村 596 766 370 325 335

宇検村 725 765 450 435 545

瀬戸内町 3,297 1,003 2,464 520 2,754

龍郷町 1,892 960 1,474 435 1,424

喜界町 2,750 585 1,305 290 1,380

徳之島町 3,437 1,007 2,579 460 2,540

天城町 2,101 1,060 1,807 490 1,780

伊仙町 2,392 1,005 1,951 455 1,883

和泊町 2,331 632 1,195 255 1,028

知名町 2,165 565 993 285 1,068

与論町 1,833 567 843 255 808

推進交付金 支援交付金

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）に
係る評価結果

項目
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市内

事業所名 サービスの種類 定員 指定年月日 有効期間満了日

グループホーム
はまゆう

認知症対応型
共同生活介護

１８名 平成30年3月21日 令和6年3月20日

グループホーム
桃の家

認知症対応型
共同生活介護

１８名 令和2年6月12日 令和8年6月11日

グループホーム
はまなす

認知症対応型
共同生活介護

１８名 令和2年6月13日 令和8年6月12日

ふれあいホーム
花

認知症対応型
共同生活介護

１８名 令和4年3月3日 令和10年3月2日

グループホーム
ポンタ

認知症対応型
共同生活介護

９名 令和4年5月24日 令和10年5月23日

小規模多機能ホーム
昴和苑

小規模多機能型
居宅介護

２９名 平成30年4月1日 令和6年3月31日

小規模多機能ホーム
コミニティの杜

小規模多機能型
居宅介護

２９名 平成30年4月1日 令和6年3月31日

小規模多機能ホーム
希望の杜　脇本

小規模多機能型
居宅介護

２９名 令和元年９月１日 令和7年8月31日

特別養護老人ホーム
満青

介護老人福祉施設 ２９名 令和元年10月１日 令和7年9月30日

特別養護老人ホーム
あかり

介護老人福祉施設 ２９名 令和2年11月1日 令和8年10月31日

デイサービス
桃の家

地域密着型通所介護 １８名 令和2年2月1日 令和8年1月31日

デイサービスセンター
緑風荘

地域密着型通所介護 １８名 令和2年4月1日 令和8年3月31日

阿久根市社会福祉
協議会

居宅介護支援事業所 - 令和2年4月1日 令和8年3月31日

ＫＩＣプラン 居宅介護支援事業所 - 令和2年4月1日 令和8年3月31日

北国医院 居宅介護支援事業所 - 令和2年4月1日 令和8年3月31日

グリーンフォレスト
みかさ

居宅介護支援事業所 - 令和2年4月1日 令和8年3月31日

１　市指定施設について

令和５年３月１日現在　
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市外

事業所名 サービスの種類 定員 指定年月日 有効期間満了日

地域密着型
介護老人福祉施設
はまかぜ園

小規模介護老人福祉
施設

２９名 令和2年4月1日 令和8年3月31日

レストケア出水デイ
ホスピスセンター蘭

地域密着型通所介護・
療養通所介護

９名 令和元年６月１日 令和7年5月31日

レストケアいずみ・
デイホスピスセンター凛

地域密着型通所介護 ９名 令和3年2月1日 令和9年1月31日

地域密着型通所介護
美里園

地域密着型通所介護 １８名 令和3年7月31日 令和9年7月31日

※　市外の施設については，施設所在市町村長と協議し，承諾の上で指定・利用ができます。

令和５年３月１日現在　
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２　実地指導について

　 　令和４年度実績

サービスの種類 実　　施　　日

小規模多機能型居宅介護 令和4年10月25日

認知症対応型共同生活介護 令和4年10月26日

通所介護 令和4年10月26日

【主な指摘事項】

　 　令和４年度県市合同指導

サービスの種類 実施日

通所介護 令和5年3月1日

　 　令和５年度実施計画

サービスの種類 実　　施　　日

認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

居宅介護支援

居宅介護支援

・運営規程及び重要事項説明書について，記載漏れや内容が修正されていない

・研修について，実施状況の記録がないものや実施が確認できないものがあっ

・加算について，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から計画等を実施で

　きなかった場合，やむを得ない事情があったことを記録し，算定要件を満た

　す書類として整備しておくこと。

　箇所があった。

グリーンフォレストみかさ

特別養護老人ホーム
満青

グループホーム　ポンタ

ＫＩＣプラン

令和5年8月～
　　令和6年2月

事　業　所　名

グループホーム　桃の家

小規模多機能ホーム　昴和苑

事　業　所　名

デイサービス　桃の家

デイサービスセンター
翠香苑

・職員の一部について，資格の有無を確認できる書類がなかった。

事　業　所　名

　た。

　に向けた取組・ハラスメント対策の強化）を作成しておくこと。

・令和５年度までの経過措置期間内に各計画書等（感染症対策・業務継続計画
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（単位：件）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 主な原因（令和４年度）

骨折 9 3 14 5 転倒・不明
打撲・捻挫・

脱臼 3 2 2 0
切傷・
擦過傷 2 1 0 4 転倒

発赤 0 0

嘔吐 4 0

誤薬 0 0

窒息 0 0

死亡 1 0

その他 1 0 3 15 コロナ感染症

合計 20 6 19 24

（単位：件）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 主な原因（令和４年度）

骨折 12 12 9 9 転倒・介助時・不明
打撲・捻挫・

脱臼 4 1 3 0
切傷・
擦過傷 2 2 3 2 転倒・介助時

発赤 0 1

その他 0 0 3 15 コロナ感染症

合計 18 16 18 26

（単位：件）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 主な原因（令和４年度）

骨折 1 5 4 4 転倒・介助時
打撲・捻挫・

脱臼 2 2 0 2 転倒
切傷・
擦過傷 3 3 2 0

発赤 0 0

窒息 0 1

その他 1 0 1 9 死亡１件(誤嚥・窒息)・コロナ感染症

合計 7 11 7 15

（単位：件）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 主な原因（令和４年度）

骨折 22 20 27 18 転倒・介助時
打撲・捻挫・

脱臼 9 5 5 2 転倒
切傷・
擦過傷 7 5 5 6 転倒・介助時

発赤 0 1

嘔吐 4 0

誤薬 0 0

窒息 0 1

死亡 1 0

その他 2 0 7 39 コロナ感染症・誤嚥・窒息

合計 45 32 44 65 うちコロナ感染症３４件

　 　全体　　

　※　令和４年度は２月末日現在
３　事故報告について

　 　地域密着型

　 　県指定

　 　市外施設（対象が阿久根市の被保険者）
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５　施設整備について

　 　第８期高齢者保健福祉計画期間中の施設整備

【公募】

期　　　間 内　　　容

　市ホームページ掲載

　公募要領配布開始

　質問の受付開始

　応募受付開始

【補助金】　※令和４年度単価
施設整備に関する事業費：33,600千円
空き家を活用した整備支援事業費：8,910千円
準備事業費：839千円

※　看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

　第８期高齢者保健福祉計画に基づき，看護小規模多機能型居宅介護の整備に係る

事業者を，令和４年度に公募しましたが，応募はありませんでした。

　令和４年７月８日から

　質問の受付期間

　応募受付期間

　令和４年７月２２日まで

　令和４年８月１９日まで

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせた複合型
事業所を創設し，看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い
要介護者への支援の充実を図るサービスです。
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鹿児島市 10 か所

　

姶良市 4 か所

　
南さつま市 2 か所

いちき串木野市 1 か所

肝属郡肝付町 2 か所

霧島市 1 か所
 ケアプランセンター 集
南九州市 1 か所
 看護小規模多機能ホーム音野舎
肝属郡錦江町 1 か所
 株式会社 宝樹
薩摩川内市 1 か所
★看多機ひなた

★は　新規公表事業所（介護サービス情報公表システム）

★看多機ホームきずなの里一倉

【参考】県内の看護小規模多機能型居宅介護施設（２３か所）

　キラメキテラス看護小規模多機能型居宅介護　麗

　ナカノ看護小規模多機能型居宅介護事業所

　看護小規模多機能ホーム和心

　看護小規模多機能型居宅介護まごころ照国

　看護小規模多機能型居宅介護事業所みなみ風

　しあわせの杜・ケアレジデンス　星の街

　看護小規模多機能事業所フォーピース紫原

　看護小規模多機能型居宅介護ホーム　サンテラス

　看護小規模多機能型居宅介護ホームサンテラス２

★看護小規模多機能ホーム　南の太陽

　しあわせの杜・ケアレジデンスとまり木

　看護小規模多機能ホームにしきえ

　看護小規模多機能　おじゃんせ

　看護小規模多機能ホーム　南の花

　看護小規模多機能ホームぷらす

　看護小規模多機能ホーム友輪
　看護小規模多機能ホーム和が家

 しあわせの杜・ケアレジデンス　お福
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地域包括支援センター運営協議会資料 
 
 
 

［ 目 次 ］ 
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１ 令和４年度 地域包括支援センターの事業実績と評価               

  総合相談支援業務 

 高齢者や関係機関からの相談に対し，速やかな対応や連携することを目標とし， 

総合相談支援業務を行っている。 
また，地域住民や関係機関から，支援が必要な高齢者の情報収集を行っている。 
「複雑な問題がある」「支援拒否や既存のサービスでは適切なものがない」などの

困難事例を把握した場合は，実態把握の上，職員が連携して対応策を検討し，地域ケ

ア会議も活用しながら，対策を講じている。 
なお，次の表１～４の令和４年度の値は，２月末現在である。 
 
 

【総合相談件数】（表１） 

年 度 相 談 実 人 員 相 談 延 人 員 延 べ 件 数 

Ｒ３ 
１０９人 

（うち訪問：４８人） 

２３９人 

（うち訪問：７８人） 

２８１件 

(うち訪問：８０件） 

Ｒ４ 
１２５人 

（うち訪問：５０人） 

２３８人 

（うち訪問：８８人） 

２６６件 

(うち訪問：９１件） 
 
 

【相談の形態】（表２）             ［単位：件］ 

年 度 電 話 来 所 訪 問 そ の 他 合 計 

Ｒ３ １４８ ４６ ８０ ７ ２８１ 

Ｒ４ ９７ ６３ ９１ １５ ２６６ 
  

【相談者内訳】（表３）                      ［単位：件］ 

年 度 本 人 家 族 関 係 者 医療機関 施 設 行 政 そ の 他 

R３ ８１ ９１ ４０ ２３ ８ ９ ９ 

Ｒ４ ９９ ９０ ３５ １８ １６ １６ １３ 
  

【相談内容別】（表４）                  ［単位：件］ 

相  談  内  容 
相  談  件  数 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 

① 介護サービス ６０ ７８ 

② 福祉サービス ７ １ 

③ 医療サービス ２８ １１ 

④ 認知症 ７０ ４３ 

⑤ 成年後見 １ ２ 

⑥ 消費者被害 １ ０ 

⑦ その他（金銭管理・困難事例など） ５ ２５ 

⑧ 高齢者虐待 １９ ２ 

⑨ その他 ９０ １０４ 

合  計 ２８１ ２６６ 

-1-



■評 価 

令和４年度における総合相談支援業務についての対応は，保健師３人，社会福祉士

１人，看護師２人を中心に行った。 

相談件数は，前年度に比較して減少となっているが，認知症高齢者の増加や，身近

に支援者がいない事例，医療・福祉分野だけでなく，警察や消防等との連携が必要な

事例など，複数の事例を同時に対応しつつ，状況確認のために頻回に訪問しなければ

ならない案件も多く，問題解決に相当の時間を要している。 

今後も相談内容は複雑多岐にわたる事例が多くなることが予想されるため，関係機

関との連絡調整やネットワーク構築を行うとともに，地域の見守り体制を強化してい

く必要がある。 

 

 

  権利擁護業務 

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し，安心して生活を行う事ができるよ

う，専門的・継続的な視点から，高齢者の権利擁護のための支援等を行った。 

令和４年１２月から，認知症や知的障がいなどにより，判断能力が十分でない方々

の擁護と支援を行う成年後見制度の活用を促進するため，当該制度の普及啓発や相談

支援等に取り組む中核機関業務を社会福祉協議会に委託して実施することとなり，広

報・相談体制の充実・強化が図られた。 

成年後見制度に係る研修会について，令和５年１月に介護支援専門員及び相談支援

専門員を対象に，また，令和５年２月に在宅高齢者福祉アドバイザーを対象にそれぞ

れ開催し，併せて１０６人の参加があった。 

 

■評 価 

高齢者虐待は未然防止と早期発見が最も重要であり，これらに関する情報提供の周

知に努める必要がある。 

虐待事案等の情報を把握した場合は，居宅介護支援事業所や民生委員，警察署など

の関係機関と連携して情報共有を行い，高齢者が虐待や権利被害に遭わないよう支援

を行っていく必要がある。 

高齢者虐待は，本人の認知症や精神疾患に起因するものだけではなく，介護者自身

の精神疾患や金銭的な問題なども要因となっている場合が多く，問題が複雑化して 

きており，本人の擁護と同時に介護者への支援も行っていく必要がある。 

今後も，認知症に対する理解の普及・啓発や介護者への相談支援を実施し，高齢者

虐待の早期発見・早期支援に努める。 

また，認知症や知的障がいなどにより，判断能力が十分でない方々の擁護と支援の

ため，成年後見制度中核機関と更なる連携を図り，成年後見制度の広報，相談体制の

充実強化を推進していく必要がある。 

 

 

  包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して，その人らしい生活を継続するために，介護

支援専門員や主治医，地域の関係機関等との連携，在宅と施設の連携など，地域にお
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ける連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目

的に実施している。 

居宅介護支援事業所等の介護支援専門員と情報を密に交換し，相談しやすい環境 

づくりと業務の後方支援を目的に，全４回の研修会を開催した。 

また，居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の後方支援として相談を受け付け，

支援困難な事例等については，関係者を集めた多職種による地域ケア個別会議につな

げるなどして，問題解決を図った。 

 

 【介護支援専門員研修会の開催実績】（表５） 

 期日 内容 講師 

第１回 ８月１８日（木） 「介護現場におけるハラ

スメント」について 

NISHIDA OFFICE 社会労務士法人 

西田 一世 

第２回 １０月２０日（木） 「 安 全 な 福 祉 用 具 の 利

用・住宅改修」について 

ｶｸｲｯｸｽｳｲﾝｸﾞ出水ｻﾃﾗｲﾄ 

天野 伸彦  

第３回 １２月１５日（木） 「具体的な ACP の進め

方」 

出水郡医師会在宅医療介護支援ｾﾝﾀｰ 

岩下 隆江 

第４回 ２月１６日（木） 「お薬の管理について考

える」 

出水郡薬剤師会 会営薬局 

濵田  充 

 

【介護支援専門員からの相談実績】（表６）               ［単位：件］ 

年 度 
４ 

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

合 

計 

R３ ０ １ １ ２ １ ０ ９ ５ ０ ５ 0 － ２４ 

R４ 1 1 0 0 1 3 １ 0 1 ０ １ － ９ 

  

 

■評 価 

   介護支援専門員研修会については，新型コロナウイルス感染症の感染状況等を考慮し，

ＷＥＢと現地を併用して開催しており，介護支援専門員のスキルアップに寄与している

と考えているが，今後，関係機関との連携支援や介護支援専門員同士のネットワーク構

築のためには，現地集合形式での研修会の開催について，再開を検討していく必要があ

る。 

また，引き続き，居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が相談しやすい環境づくり

を推進していく必要がある。 

 

 

  介護予防ケアマネジメント業務 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業及び指定介護予防支援事業 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者，要支援認定者を対象に，高齢者が住み  

慣れた地域で安心して生活を続けることができるよう，関係機関と連携を図ると 

ともに，地域支援事業や介護保険サービス等の利用により，高齢者自身が目標を  
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持ち，要支援・要介護状態の予防や重症化の予防，改善を目的とした自立支援型の

介護予防ケアマネジメントの実施に努めた。 

 

【予防給付実績】（表７）                       ［単位：件］ 

 ３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12

月 

１ 

月 

２ 

月 

合 

計 

直

営 
159 163 166 163 169 175 178 180 186 187 177 － 

1,903 

(243) 

委

託 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 － 

11 

(▲22) 

総合

事業 79 83 77 78 78 78 73 81 77 75 75 － 
854 

(▲36) 

月

計 
239 247 244 242 248 254 252 262 264 263 253 － 

2,768 

(182) 

うち

新規 
9 13 5 8 14 14 8 12 11 10 6 － 

110 

(28) 

※月：サービス提供月。合計欄の（ ）数値は，前年実績（２月末現在）からの増減 

 

■評 価 

予防給付及び総合事業の対象者でサービス利用意向のある者に対し，介護予防 

サービス計画を作成し，自立支援のための適切なサービス等が利用できるよう，  

関係機関との連絡調整を図った。 

要支援認定者は，令和５年２月末現在３６２人であるが，プランの作成件数は，

月平均２５２件程度（前年比１７件増）となっている。 

これは，認定を受けていても，住宅改修や福祉用具購入のみの利用であった者や，

通所型サービス・通所リハビリテーションといった通所系のサービスが不足して 

いるため，サービス未利用の待機者となっているほか，本人・家族等の都合により，

サービス利用にまでつながっていない場合もある。 

結果として，介護予防，重症化予防の視点から，サービスの提供と継続的な見守

りが必要であるにも関わらず，十分な支援を実施できていないということが課題と

なってきている。 

引き続き，要支援認定者を対象に，高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続

けることができるよう，関係機関と連携を図るとともに，地域支援事業や介護保険

サービス等の利用により，高齢者自身が目標を持ち，要支援・要介護状態の予防や

重症化の予防，改善を目的とした自立支援型の介護予防ケアマネジメントの実施に

努めていく必要がある。 

 

 

イ 介護予防事業対象者把握事業及び支援 

生活機能の低下があり，要介護状態等となる可能性があると認められた高齢者に

積極的な介護予防の取組を勧めることを目的としている。 
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今年度は，高齢者が集まる場所であるころばん体操教室やいきいきサロン等で出

前講座を開催し，基本チェックリストを実施するとともに，健康増進課による後期

高齢者被保険者証の交付時についても基本チェックリストを実施しており，ひまわ

り教室やころばん体操教室への参加を勧めたり，介護サービスの紹介や緊急情報キ

ット導入を勧めたりする等して対象者の把握に努めている。 

基本チェックリスト該当者へは，結果の説明や介護予防に関するパンフレットの

配布等の情報提供を行った。 

 

【基本チェックリスト実績】（表８）  

年度 配布者数 回収 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ該当者 該当率 

Ｒ４※ ４２５ ４０２ １６６ 約４１％ 

 75 歳 ２９３ ２７０ １００ 約３７％ 

出前講座等 １３２ １３２ ６６ 約５０％ 

Ｒ３ ２５０ ２３２ ７８ 約３４％ 

Ｒ２ １５１ １３７ ５３ 約３９％ 

※令和４年度は，令和５年２月末現在 

 

■評 価 

今後もころばん体操教室等，様々な高齢者が集まる場所に出向き，基本チェック

リストを行うとともに，検査結果の見方の説明を繰り返し行い，運動，口腔・栄養

に対する一体的な介護予防につながる取組を積極的に行っていく必要がある。 

また，ころばん体操教室やいきいきサロンだけでなく，地域の行事等にも参加を

していない，あるいは参加することができない高齢者について，区長や民生委員，  

在宅高齢者福祉アドバイザー，ころばん体操教室やいきいきサロンの協力員等から

情報収集・把握を行い，閉じこもりがちな高齢者が要介護状態等になることを未然

に防ぐ取組を行っていく必要がある。 

 

 

ウ 一般介護予防 

○ 介護予防複合プログラム業務（ひまわり教室） 

６５歳以上の高齢者を対象に実施した基本チェックリストの中で，運動，口腔，

栄養，閉じこもり，物忘れ又はうつの６つの項目で１項目以上の該当項目がある

者を対象に，生活機能の低下を予防するため，①運動器の機能向上，②口腔機能

向上，③栄養改善，④その他プログラムを運動教室において複合的に実施した。 

新型コロナウイルスの影響もあり，日程変更を行いながら，年間を通して１ク

ール１６回，２か月おきに新規の対象者が参加できるよう配慮した。 

また，教室終了後も自宅で運動習慣を継続し，日常生活が送れるよう支援を  

行った。なお，令和５年２月末現在で，参加者実人数７０人，延べ６７３人，出

席率８６．２％であった。 
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■評 価 

コロナ渦の影響もあり，ここ数年，参加者数が減少傾向となっていたが，民生

委員への働きかけや，出前講座での積極的な周知などの参加促進活動等により，

以前の水準まで参加者数が改善してきた。 

教室修了時の評価（第１～２クール）で筋力の維持，改善が見られており，   

要介護状態になることを予防した生活を主体的に送ることに取り組めており， 

介護予防への意識の向上が図られている。 

教室終了後，参加者の７割程度が各地区で開催されているころばん体操やいき

いきサロンに参加しており，運動や人との交流の継続につながっている。 

また，ころばん体操を実施していない地区の参加者がころばん体操に関心を 

持ち，地区への実施を働きかける参加者も出てきており，ころばん体操教室の  

未実施地区の開始へのきっかけ作りにつながっている。今後も継続した取組が必

要である。 

 

 

○ 地域介護予防活動支援事業（ころばん体操教室） 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で元気に暮らせるよう，公民館等で気軽に

参加し，健康づくりや介護予防に取り組んでいる住民主体のころばん体操教室の

活動支援を行っている。 

教室を運営する協力員向け研修会については，「ころばん体操教室の概要や協力

員の役割について」をテーマに開催し，１３３人の参加があった。 

また，ころばん体操に参加する者同士が地区を超えて交流を図り，実践したレ

クリエーションを参考に，各地区での活動の更なる充実を図ることを目的として

ころばん体操参加者交流会を開催し，約１２０人の参加があった。 

自宅でできる運動，各区ころばん体操の取組，脳トレ，栄養を考慮したレシピ

などを掲載した「ころばん体操新聞」やチラシの作成・配布を行うなど，教室の

継続，拡大する取組みを行っている。 
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【地区別実施状況】（表９）              令和５年２月２８日現在 

地 区 名 

（ 地 区 数 ） 

実 施 

箇 所 

登 録 

者 数 
高 齢 者 数 

高 齢 

化 率 

高 齢 者   

実施割合 

高 齢 者   

介護認定率 

大 川（６区） 
５ 区 

６か所 

94 人 

（▲7） 

793 人 

（▲29） 

60.1％ 

（▲1.2） 

11.9％ 

（▲0.3） 

24.6％ 

（▲1.2） 

西 目（７区） 
５ 区 

５か所 

78 人 

（▲16） 

611 人 

（▲19） 

57.3％ 

（2） 

12.8％ 

（▲2.1） 

18.5％ 

（▲1.5） 

鶴川内（９区） 
３ 区 

2 か所 

22 人 

（▲4） 

270 人 

（▲6） 

45.7％ 

（1） 

8.1％ 

（▲1.3） 

21.9％ 

（▲1.7） 

田 代（4 区） 
４ 区 

3 か所 

30 人 

（▲3） 

95 人 

（▲3） 

69.3％ 

（0.3） 

31.6％ 

（▲2） 

25.3％ 

（▲4.3） 

市街地（11 区） 
10 区 

10 か所 

215 人 

（▲38） 

2,340 人 

（▲36） 

36.5％ 

（0.1） 

9.2％ 

（▲1.4） 

21.7％ 

（0.2） 

赤瀬川（6 区） 
6 区 

６か所 

100 人 

（▲26） 

1,009 人 

（1） 

37.0％ 

（0.1） 

9.9％ 

（▲2.6） 

17.0％ 

（0.3） 

山 下（４区） 
2 区 

2 か所 

41 人 

（▲2） 

524 人 

（▲3） 

54.0％ 

（1.7） 

7.8％ 

（▲0.4） 

22.1％ 

（1.4） 

折 多（9 区） 
５ 区 

5 か所 

77 人 

（▲11） 

583 人 

（▲5） 

38.8％ 

（0.9） 

13.2％ 

（▲1.8） 

24.5％ 

（2.1） 

脇 本（21 区） 
1３ 区 

1３か所 

198 人 

（▲22） 

1,693 人 

（▲20） 

42.3％ 

（0.2） 

11.7％ 

（▲1.1） 

21.2％ 

（▲0.5） 

施 設 等 － － 
137 人 

（▲7） 

85.1％ 

（0.9） 
－ 

26.3％ 

（▲2.3） 

合 計（77 区） 
53 区 

5２か所 

855 人 

（▲129） 

7,918 人 

（▲120） 

42.3％ 

（0.7） 

10.8％ 

（▲1.4） 

21.3％ 

（▲0.2） 

※（ ）の増減数は R4.3 月末データとの比較。なお，区によっては，合同で開催している

所がある。 

 

■評 価 

公民館で住民主体の運営による体操教室を開催することで，住民の介護予防への

意識が高まるとともに，地域住民同士の交流が生まれ，声かけや見守り活動など，

地域の互助活動の輪が広がっている。 

ころばん体操教室の活動の輪が市内全域に広がるにつれて，高齢者の教室への関

心が徐々に高まってきている一方で，継続した運営を支える協力員の確保が難しく，

実施に至らない地区がある。また，身体的に自宅から公民館まで歩いて参加するこ

とができない方への支援方法が課題となってきている。 

そのような状況の中，今年度においては，新たに２地区の教室が開始する運びと

なった。 

今後も引き続き，ころばん体操の効果や令和２年度に健康寿命を伸ばそう！アワ

ード受賞により地域の活動が認められたことなどを更に市民に周知し，市内全域へ

拡大していく取組を推進していく必要がある。 
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また，市内の医療・介護事業所への周知や地域を超えた協力員の支援サポーター

の養成，未実施地区の地域住民向けの体験会等を開催し，公民館等に限らず，民家

など少人数で行える方法について検討・提案し，介護サービスが必要になっても地

域の人との交流が続けられる環境づくりが必要である。 

 

 

  多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

ア 地域ケア会議の開催 

新規の総合事業対象者や要支援認定者，福祉用具の軽度者申請，住宅改修５万円

以上の事例についての地域ケア個別会議を定期開催（月２回）しており，令和５年

２月末現在で２２回の実績となっている。 

地域ケア個別会議では，作業療法士や理学療法士，歯科衛生士，管理栄養士，生

活支援コーディネーター及び薬剤師に参加いただいており，多職種の専門的な視点

に基づくアセスメントや地域の情報を共有することで，介護支援専門員のアセスメ

ントの質の向上や地域の情報を知り得る機会となっている。 

支援困難事例については，事案が発生した場合に直ちに介護保険サービス事業所

や介護支援専門員，区長・民生委員等の地域住民など関係者に出席を求め開催する

こととしているが令和５年２月末現在で開催実績はない。 

地域ケア会議代表者会については，新型コロナウイルス感染症の感染状況等を 

考慮し，ＷＥＢと現地を併用して開催し，地域ケア個別会議から見えてきた地域課

題や，各種事業を実施していく中で見えてきた課題を抽出し，委員から意見を聴取

した。 

 

■評 価 

 地域ケア個別会議は，多職種によるケース検討を行うことで，サービスの適正化

や地域課題の共有が図られ，ネットワーク構築にもつながっている。 

また，会議の効率的な運営については，会議の目的の共有化を図るとともに，  

今後も運営方法について改良を図っていく必要がある。 

 なお，地域課題の解決については，今後も地域ケア個別会議等を通じて抽出した

地域課題を地域ケア会議代表者会へ提案し，課題解決へ向けての方策について鋭意

検討を進める必要がある。 

 

 

イ 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けられるよう，在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けた

関係者の連携推進を目的としている。 

平成２８年度から公益社団法人出水郡医師会に委託し，広域医療センター内にあ

る「在宅医療・介護支援センター」を中心に取り組みを行っている。 

地域の医療・介護サービス資源の把握や在宅医療・介護連携の課題の抽出，在宅

医療・介護サービスの情報共有の支援，在宅医療介護関係者の研修，地域住民への

普及啓発などを実施している。 
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在宅医療の普及啓発については，出前講座を市内１０か所で開催し，１３０人の

参加があった。 

また，認知症の方，その家族及び介護職員の気持ちや最後の時まで自分らしく生

きることなどについて考えることをテーマとした映画「ケアニン」上映会を令和４

年１１月１２日，風テラスあくね（市民交流センター）で開催したところ，２００

人が参加し，アンケート結果では好評であった。また，併せてＡＣＰについて説明

を行い，自分がどのような医療や介護を望むか，家族や関係者で話し合っておく大

切さについて周知する機会となった。 

入退院時連携に関しては，市内介護支援専門員に対するアンケートの実施や医

療・介護関係者を対象としたＡＣＰ研修会をＷＥＢで開催した。 

在宅医療・介護連携についてのポスターやチラシを作成・配布や広報誌へ掲載す

るなど普及啓発を行った。 

 

■評 価 

 在宅医療やＡＣＰの出前講座では将来について考える機会になったとの意見が多

く，今後も継続して出前講座や映画上映会開催するなど，普及啓発を図っていく必

要がある。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により，研修会がＷＥＢによる開催となるなど，

これまでのようなグループワーク形式による顔の見える関係づくりを構築すること

が難しい状況となっているが，医療・介護の多職種連携によるチーム体制を構築す

るため，研修内容等について検討を行い，今後も可能な限り実施していく必要があ

る。  

市内介護支援専門員を対象に実施した入退院時連携アンケートの集計結果を評

価・分析し，今後の入退院支援に活かしていく必要がある。 

 

 

ウ 生活支援体制整備事業 

高齢者や地域住民が生活支援の担い手として社会的役割を持ちながら社会参加し，

生活支援サービスを提供することで，生きがいづくりや介護予防に繋ぎ，地域コミ

ュニティの再生を図ることを目的とし，阿久根市社会福祉協議会に委託して事業を

実施している。 

生活支援コーディネーターを市内全域の第１層に１人，市内を北部と南部に分け

た第２層に２人を配置し，住民からのニーズの聞き取りや，マッチングを行ってい

る。 

令和２年度から運行することとなった社会福祉法人善き牧者会聖園老人ホームの

支援協力による「川畑中区ドライブサロン事業（買い物バス）」については，令和４

年度においても毎月１回開催を予定していたが，新型コロナウイルス感染拡大の影

響で一時，休止せざるを得ない時期があった。 

また，有償ボランティアグループ「ちょこっと世話やき隊」事業については，令

和５年２月末現在で２３人が隊員として登録している。 

また，「ちょこっと世話やき隊」の連絡会を開催し，地域にどのような課題，ニー
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ズがあり，それを解決するためにどのような取組ができるかのワークショップを行

うなど活動活性化の取組を行った。 

食を通じた地域とのふれあいにより子どもの食育や居場所づくり，高齢者など地

域住民の交流拠点となることが期待される「ちいき食堂」の取組が３つの団体で計

１８回行われ，この活動支援を行った。 

 

■評 価 

「ちょこっと世話やき隊」事業について，生活支援コーディネーターによる地域

の高齢者のニーズと各種取組とのマッチングが期待されており，隊員の育成・強化

を図る必要がある。 

また，第２層の地域づくり勉強会の活動を活性化させ，地域住民との話合いの場

を設けながら，将来にわたって地域で必要となる生活支援体制を整えていく必要が

ある。 

さらに，ドライブサロン事業（買い物バス）の実施地区を広げる取組を進める  

とともに，今後も住民ニーズと地域資源のマッチングに取り組む必要がある。 

ちいき食堂についても事業の定着に向け，検討を進めるとともに，他の地域での

事業実施の可能性について協議・検討していく必要がある。 

 

 

  認知症施策の推進 

ア 認知症総合支援事業 

○ 認知症初期集中支援推進事業 

平成３０年度から，認知症サポート医や市の保健師，社会福祉士などの複数の専

門職から構成される「認知症初期集中支援チーム」を設置し，認知症の疑いのあ

る方や認知症の方及びその家族に早くから関わり，早期診断・早期対応につなげ，

その方にとって必要なサービスを検討し，適切なサービスに繋げる取組を行って

いる。令和５年２月末現在の事業実績は，１件となっている。  

 

○ 認知症地域支援推進員設置事業 

認知症の人とその家族を総合的に支援する認知症地域支援推進員を地域包括 

支援センター内に配置している。 

認知症初期集中支援チームと連携し，認知症の普及・啓発に取り組んだ。 

 

〇 認知症ケア向上推進事業 

認知症の方やその家族の方が地域の方と交流する場として，また認知症になっ

ても住み慣れた地域で安心して過ごせる地域づくりを語る場として，毎月１回，

保健センターでおれんじカフェよかよか（認知症カフェ）を開催している。 

また，今年度は，この取組を更に推進するため，９月から，脇本馬場地区の空

家を改修した地域の憩いの場「ひまわり」を会場に，それを運営する方々の協力

を得ながら「おれんじカフェひまわり」として定期開催（月１回）することとな

った。 
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令和５年２月末現在で，本年度は計１４回の開催，延べ２２１人の参加となっ

ている。 

 

 

  イ 若年性認知症に対する支援 

    若年性認知症に対する理解を深めてもらうため，市役所窓口等においてパンフレ

ットの配布に取り組んだ。 

 

 

  ウ 認知症への理解を深めるための知識の普及・啓発の推進 

    認知症への理解を深めるための知識の普及・啓発推進のため，９月の認知症県民

運動推進週間には，市役所ホールや市内医療機関において啓発ポスターを掲示し，

認知症に関する動画上映やパネル展示，個別相談会を市内５か所で巡回開催した。 

また，令和４年１１月には，農村環境改善センターにおいて，市民向けの認知症

予防講演会を開催し，５９人の参加があった。 

 

 

  エ 認知症支援体制の整備と認知症高齢者を介護する家族への支援 

 地域のキャラバン・メイトと連携し，認知症を理解してもらい，認知症の方やそ

の家族を地域で見守り，支援する体制を構築するため，地域や高齢者学級，事業所

等，小中学生の授業や放課後児童クラブ等でも認知症サポーター養成講座を開催し

ている。 

認知症サポーター養成講座の開催については，本市は１０代の子どもたちの認知

症サポーターが少ない現状があるため，子どもたちを対象とした認知症サポーター

養成講座の開催を積極的に推進していくこととしていたが，新型コロナウイルス感

染症の影響により，２回が中止となった。 

令和５年２月末現在で８回の開催，９６人の参加となっている。 

なお，令和５年２月末現在の市全体の認知症サポーター養成者数は，２,０２７人

となっている。 

 

■評 価 

 高齢化率の上昇とともに，認知症に関する相談も増加してきており，早期に認知

症疾患センター等の医療機関や介護サービス等へつなぐなどの適切な支援を行うた

め，認知症初期集中支援チームの体制の充実やチーム員の資質の向上が必要である。 

認知症の人やその家族に対する支援を行い，認知症サポーターが活躍する場で 

ある「チームオレンジ」の設置に向けた取組を行う必要がある。 

また，本市は１０代の子どもたちの認知症サポーターが少ない現状があるため，

人格形成の重要な時期である児童生徒を対象とした認知症サポーター養成講座の開

催を積極的に推進していく必要がある。 

認知症カフェについては，新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を

取り入れ，国の指針に沿った感染症対策を行ったうえで，認知症の人やその家族が

参加しやすいような開催方法や内容等の見直し・検討が必要である。 
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  職員体制及び事務分掌（令和５年３月１日現在） 

職 名 人 数 事  務  分  掌 備   考 

所長 １人 地域包括支援センターの総括 介護長寿課長 

兼務 

地域包括支援係長 １人 庶務・予算・運営全般の掌握 

地域支援事業交付金事務に関すること 

地域リハビリ活動支援事業に関すること 

各種調査に関すること 

職員 

保健師 １人 在宅医療・介護連携推進事業 

認知症初期集中支援チームに関すること 

認知症地域支援ケア向上推進事業 

認知症サポーター養成講座等に関すること 

認知症カフェに関すること 

総合相談支援業務等 

介護予防給付及び介護予防ケアマネジメン

ト業務等 

職員 

保健師 １人 地域ケア会議 

介護予防給付及び介護予防ケアマネジメン

ト業務等 

介護予防サービス提供票，予防給付費等に 

係る請求事務等に関すること 

地域包括支援システムの運用管理 

職員 

保健師 １人 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業

に関すること 

地域介護予防活動支援事業に関すること 

介護予防把握事業 

介護予防普及啓発事業に関すること 

職員 

社会福祉士 １人 総合相談支援業務に関すること 

権利擁護事業に関すること 

生活支援体制整備事業 

出前講座等に関すること 

地域ケア会議 

職員 

介護支援専門員 

※主任介護支援専

門員の有資格者

１人を含む 

※６人 介護予防給付及び介護予防ケアマネジメン

ト業務等 

認知症初期集中支援チームに関すること 

会計年度任用

職員 

看護師 １人 地域介護予防活動支援事業に関すること 

介護予防対象者把握に関する業務 

介護予防事業 

介護予防普及啓発事業に関すること 

会計年度任用

職員 
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看護師 １人 認知症初期集中支援チームに関すること 

認知症地域支援ケア向上推進事業 

認知症サポーター養成講座等に関すること 

認知症カフェに関すること 

会計年度任用

職員 

生活支援コーディ

ネーター 

１人 生活支援体制整備事業 会計年度任用

職員 

合  計 １５人   
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２ 令和４年度 地域包括支援センターの歳入歳出予算執行状況          

（令和５年２月末現在） 
 

■介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 
 

【歳 入】                            ［単位：円］ 

 

 

【歳 出】                            ［単位：円］ 

 

当 初 予 算 額 補 正 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額

1 介 護 サー ビス
収 入

1
介 護 予 防
給 付 費 収 入

8,064,000 0 8,064,000 7,812,300 7,812,300 0

2

介 護 予 防 ・
日 常 生 活
支 援 総 合
事 業 費 収 入

4,384,000 0 4,384,000 3,514,020 3,514,020 0

小 計 12,448,000 0 12,448,000 11,326,320 11,326,320 0

3 繰 入 金 1
一 般 会 計
繰 入 金

4,808,000 ▲ 4,808,000 0 0 0 0

小 計 4,808,000 ▲ 4,808,000 0 0 0 0

4 繰 越 金 1 繰 越 金 1,000 4,588,000 4,589,000 4,589,530 4,589,530 0

小 計 1,000 4,588,000 4,589,000 4,589,530 4,589,530 0

5 諸 収 入 2 雑 入 39,000 0 39,000 0 0 0

小 計 39,000 0 39,000 0 0 0

17,296,000 ▲ 220,000 17,076,000 15,915,850 15,915,850 0

款 項

歳　入　合　計

当 初 予 算 額 補 正 額 予 算 現 額
支 出 負 担
行 為 額

支 出 済 額
配 当 予 算
残 額

1 総 務 費 1 総 務 管 理 費 16,747,000 ▲ 220,000 16,527,000 14,360,319 14,360,319 2,166,681

小 計 16,747,000 ▲ 220,000 16,527,000 14,360,319 14,360,319 2,166,681

2
介 護 予防 サー
ビ ス 事 業 費

1
介護予防給付
事 業 費

449,000 0 449,000 175,800 43,800 273,200

小 計 449,000 0 449,000 175,800 43,800 273,200

3 予 備 費 1 予 備 費 100,000 0 100,000 0 0 100,000

小 計 100,000 0 100,000 0 0 100,000

17,296,000 ▲ 220,000 17,076,000 14,536,119 14,404,119 2,539,881歳　出　合　計

款 項
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３ 令和５年度 阿久根市地域包括支援センター運営方針（案）         

Ⅰ．方針の策定                             

この「阿久根市地域包括支援センター運営方針」は，介護保険法第１１５条の４７

に基づき，地域包括支援センター（以下「センター」という。）の運営上の基本的考え

方や業務推進の方針等を明確にするとともに，センター業務の円滑かつ効果的な実施

に資するために策定する。 

 

Ⅱ．センターの設置目的                         

高齢者が要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域において生きがいをもっ

て自立した日常生活が送れるよう「医療」「介護」「介護予防」「住まい」及び「生活支

援サービス」が一体的に提供される地域包括ケアシステムを推進し，高齢者一人ひと

りに合ったサービスや地域資源を活用しながら，いつまでもその人らしい生活ができ

るよう支援する必要がある。 

センターは，その目的を達成するため，市民の心身における健康の保持及び生活の 

安定のために必要な相談・援助を行うとともに，地域の保健医療の向上及び福祉の増

進を図り，包括的に支援することを目的として設置する。 

 

Ⅲ．運営上の基本的視点                         

１ 地域包括ケアシステムの構築 

市では，令和３年３月に策定の第８期阿久根市高齢者保健福祉計画の基本理念「支

え合い生き生きと暮らせる健やかなまち」のもとに４つの基本目標 

① 地域包括ケアシステムの深化と推進 

② 健康づくり・生きがいづくりからの介護予防 

③ 生活支援体制の整備と充実 

④ 介護保険制度の持続可能な運営に向けて 

を掲げている。この計画に基づき，関係機関と連携し，取組を進めるものとする。 

 

２ 地域におけるネットワークの活用  

 地域の住民，サービス利用者や介護サービス事業者等の意見を幅広く汲み上げ，

日々の活動に反映させるとともに，地域が抱える課題を把握し，解決に向けて地域

の特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟なセンターの運営を行う。 

 支援を必要とする高齢者を見いだし，高齢者が介護サービスや保健・福祉・医療

サービス等を適切に利用できるよう，センターを中心に，介護サービス事業者，医

療機関，民生委員・児童委員，日常生活支援に携わるボランティア，その他地域に

おける関係者と連携し，継続的な見守りを行いつつ，高齢者支援のためのネットワ

ーク構築を図り，閉じこもり等による廃用症候群の予防に資するほか，虐待等困難
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事例について早期に発見し，介入あるいは，見守り活動を推進する。 

 

３ チームアプローチによる推進  

センターの保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員等はそれぞれの専門性を発

揮するとともに，連携・協働しながら，相談者等の個々の事情や思いを充分に把握

した上でチームとして検討・協議を行い，個別課題や地域課題の解決及び活動の推

進に努める。 

 

４ 市関係部局との連携 

地域の高齢者の総合相談に対して，適切に保健福祉の推進が図れるよう，市関係 

部局と連携し，相談支援等を行うものとする。 

 

５ 公平・中立性の確保  

センターは，市の介護・福祉行政の一躍を担う公的な機関として，公正かつ中立

性を確保した事業運営を行うものとする。 

  

６ センターの運営評価等  

市は，地域包括支援センター運営協議会において，センターの運営に対する評価

等を審議し，常にセンターの機能強化が図れるよう支援を行うものとする。 

 

Ⅳ．センターの機能強化方針                        

１ 機能強化の考え方   

 医療介護総合確保推進法により，「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推

進」「地域ケア会議の推進」が求められ，更には今後の高齢化の進展に伴い，複雑・

多様化する相談に対応することによる業務量の増大等から，センターの機能強化が

必要となっている。 

より身近な場所で相談支援ができる環境を整え，高齢者の在宅生活を包括的に支

援できるネットワークの構築を進める。 

 

２ センターの運営方針  

  事業計画の策定 

センターは，地域の実情に応じて必要となる重点課題・重点目標を設定し，創

意工夫した事業運営に努める。 

また，事業計画は市民に対して分かりやすく広報するものとする。 

 

  設置場所 

地域住民や介護支援専門員，サービス事業者等の多様な関係者がアクセスしや 

すい市役所に事務所を設置する。 
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  職員体制 

職員体制は，保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員の３職種及び高齢者人

口に合わせて「阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」の配

置基準に基づき，職員を配置する。 

 

  センターの職務 

地域包括ケアシステム構築のため，その中核機関としての役割を常に意識し， 

市における日常生活圏域全体のニーズ・課題を把握する。 

また，日常生活圏域の実情に応じて重点課題・重点目標を設定し，各圏域の特

性に応じた事業運営を行う。 

各年度の目標を設定し，目標達成に向けての事業運営に努めるとともに，年度 

ごとに目標に対する事業の評価を行う。 

上記評価を地域包括支援センター運営協議会に諮り，その結果を踏まえ，次年

度に向けた問題解決方法を検討する。 

 

  職員の姿勢 

地域に暮らす高齢者が住みなれた環境で自分らしい生活を継続させるための

「自立支援」であることを念頭に置いて業務を遂行する。 

 

  職員の資質の向上 

専門性の維持向上を目的に，研修会の開催や参加，参加後の情報共有などの取

組を積極的に行う。 

 

  書類の整理 

年度ごとの事業計画・実績報告書を作成するとともに，相談記録や関係文書等

の情報を適切に管理し，保管する。 

 

  苦情対応 

苦情を受けた場合は，その内容及び対応等を記録し，相談・報告など適切に対

応する。 

 

  緊急時の体制 

センターの開設時間外においても，緊急時に連絡が取れる連絡体制や連絡網等

を整備する。 

 

  個人情報の保護 

阿久根市情報公開条例及び阿久根市個人情報保護条例を遵守し，個人情報が業

務に関係のない目的で使用されたり，不特定多数の者に漏れたりすることのない

ように，相談記録や関係文書等を適切に管理するとともに，守秘義務を厳守し，

個人情報の保護を徹底する。 
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Ⅴ．具体的な業務                             

１ 介護予防ケアマネジメント業務  

地域の高齢者が可能な限り，住み慣れた地域で安心して生活を継続することがで

きるよう，本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としつつ，適切な

アセスメントのもと，本人の主体的な活動と生活の質の向上を目指すための支援に

努める。 

  介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものを除く。）は，法第  

１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合  

事業」という。）のうち，施行規則１４０条の６２の４第２号の厚生労働大臣が  

定める基準に該当する第１号被保険者（平成２７年３月３１日厚生労働省告示  

第１９７号に定める基本チェックリストに該当する者。以下「基本チェックリス

ト該当者」という。）に対して，介護予防及び日常生活支援を目的として，その心

身の状況，置かれている環境，その他の状況に応じて，その選択に基づき，訪問

型サービス（第１号訪問事業），通所型サービス（第１号通所事業），その他生活

支援サービス（第１号生活支援事業）等適切なサービスが包括的かつ効果的に提

供されるよう必要な援助を行う。 

 

  介護予防事業対象者把握事業及び支援 

地域で開催されるいきいきサロンや高齢者学級，出前講座などの機会や地域か

らの情報等により基本チェックリストを実施し，将来，介護が必要となる可能性

の高い高齢者を把握する。 

また，必要に応じて介護予防に関する情報の提供や介護予防教室などを開催し，

介護予防の取組を効果的に実施する。 

 

  一般介護予防 

地域介護予防活動支援事業は，地域づくりによる介護予防事業として，高齢者

が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減，悪化防止のため，人と

人とのつながりを通じて，参加者や通いの場が継続的に拡大していくような住民

主体の介護予防を推進する。 

 

２ 総合相談支援業務  

  地域におけるネットワークの構築 

ア センターの業務を適切に実施していくために，また業務への理解と協力を得

るために，パンフレットや広報紙を作成して，様々な場所や関係機関へ配布等

を行い，地域住民及び関係者へ積極的に啓発する。 

 

イ 地域におけるネットワークを活用したニーズ発見機能，相談連絡機能，支援 

機能，予防機能が円滑に機能するよう，センターとしてのネットワークの構築 
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及び整備を行う。 

 

ウ 構築したネットワーク及び既存のネットワークについて３職種で共有し，  

ネットワークが相互に連携できるよう意識した活動に取り組む。 

 

エ 地域の課題や住民への支援については，地域の関係者や関係機関と連携を図

り，ネットワークを有効に活用した解決方法に取り組む。 

 

オ サービス事業所や専門相談機関等のマップを作成し，活用可能な機関・団体

等の把握などを行う。 

 

  実態把握 

ア 地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等について実態把握を行うことで，地

域に存在する隠れた問題やニーズを発見し，早期対応できるよう取り組む。 

 

イ 地域住民や関係機関から，支援が必要な高齢者の情報収集を行う。 

 

  総合相談業務 

ア 初期対応を適切に行い，問題を明確にした上で，適切な機関・制度・サービ 

 ス等につなげる。 

 

イ 関係機関からの様々な相談について，迅速に対応し，報告するなど連携を図 

 ることにより，信頼関係の構築に努める。 

 

ウ 相談記録を速やかに作成し，緊急時には担当者が不在であっても対応できる 

体制を整える。 

 

  困難事例への対応 

「複雑な問題がある」「支援拒否や既存のサービスでは適切なものがない」など

の困難事例を把握した場合は，実態把握の上，職員が連携して対応策を検討し，

地域ケア会議も活用しながら，対策を講じるものとする。 

 

３ 権利擁護業務  

  権利擁護に関する啓発 

高齢者の虐待の防止や成年後見制度の活用，消費者被害の防止等に関する権利

擁護について，関係機関・地域団体・各種事業所や住民等が理解を深め，権利侵

害を防止するための啓発活動に取り組む。 

 

  高齢者虐待への対応 

ア 地域住民や関係機関等と連携を密にすることにより，早期発見及び虐待防止
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に取り組む。 

 

イ 通報や相談等を受けた場合には，「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に   

対する支援等に関する法律」に基づき，速やかに当該高齢者の状況を把握し，  

福祉事務所や関係機関と連携を図り，適切に対応する。 

 

ウ 虐待等から保護するため，老人福祉施設への措置が必要な場合には，福祉事

務所や関係機関と連携を図り，適切に支援する。 

 

  成年後見制度 

ア 認知症等により，判断能力の低下がみられる場合には，適切な介護サービス 

利用や金銭管理，法律的行為などの支援のため，成年後見制度の活用を支援す

る。 

 

イ 成年後見制度の利用が必要であると判断し，申立て可能な親族がいる場合に

は，関係機関の紹介等を行う。 

 

ウ 成年後見制度の利用が必要であると判断したが，申立て可能な親族がいない

場合等は，市長申立てへつなげる。なお，令和４年１２月から，成年後見制度

の活用について広報啓発，相談や利用支援などの役割を担う中核機関を設置し

たため，業務を委託する阿久根市社会福祉協議会と連携して成年後見制度を円

滑に利用できるよう支援を進める。 

 

  消費者被害防止 

ア 消費生活相談員や警察等の関係機関と連携して，消費者被害事例に対応でき

る体制を整備する。 

 

イ 地域団体・関係機関との連携のもと，消費者被害情報の把握を行い，情報伝

達と適切な対応により，被害を未然に防ぐよう支援するとともに，被害の拡大

を防止するため，関係機関へ通報する。 

 

４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

  包括的・継続的なケアマネジメント体制の構築 

   ア 地域における包括的・継続的なケアを提供するため，関係機関との連携体制

を構築し，介護支援専門員と関係機関等との連携を支援する。 

 

   イ 地域の介護支援専門員が介護サービス以外の様々な社会資源を活用できる 

よう，情報共有を図る。 
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  介護支援専門員に対する支援・指導 

ア 介護支援専門員の日常的業務の実施に関し，専門的な見地からの個別指導や 

相談への対応を行う。 

 

イ 介護支援専門員の資質の向上を図る観点から，関係機関とも連携のうえ，情

報提供や事例検討会，研修会等を実施する。 

 

ウ 地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について，具体的な支援方針を 

検討し，指導・助言等を行う。 

 

エ 地域の介護支援専門員が，日常的に円滑な業務が実施されるよう，介護支援 

専門員のネットワークを活用する。 

 

５ 認知症施策の推進  

高齢者等が認知症になっても尊厳を保ち，地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう，地域の住民等に対して，認知症についての正しい知識の普及啓発を行う。 

また，認知症初期集中支援チームは，認知症が疑われる対象者に早期から関わり，

必要な医療や適切なサービス等につなぎ，重症化の予防に努める。 

  関係機関との連携 

   ア 認知症の人やその家族を支えるため，関係機関と連携を取りながら継続的な 

支援を行う。 

 

   イ 認知症疾患医療センターやかかりつけ医等，早期発見・早期対応に向けた医

療との連携・協力体制を整備し，認知症の人やその家族に相談先等の情報提供

を行う。 

 

  地域の体制づくり 

ア 地域住民や関係機関が，認知症の人やその家族を地域で支え，見守ることが 

できる体制を構築するために，認知症に対する正しい知識の普及啓発等を行う。 

 

イ 地域のキャラバン・メイトと連携・協力し，自治会や事業所，小・中学生等

の子どもたちや保護者を対象とした認知症サポーター養成講座を開催し，「認知

症サポーター」を養成する。 

 

  認知症の人やその家族への支援 

認知症の人やその家族が集える場所等を提供することで，介護相談に応じ，必

要な知識や情報を提供することにより，介護負担を軽減し，在宅介護を継続でき

るよう支援を行う。 
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６ 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築                        

介護サービスに限らず，地域の保健，福祉，医療サービス及びボランティア活動，

インフォーマルサービス等の様々な社会資源が有機的に連携する体制を構築する。 

  地域ケア会議の開催 

高齢者が住み慣れた地域で，安心して暮らし続けることができるよう，地域に 

おける課題の検討及び施策の立案並びに提言を行うため，関係機関等と連携を図

り，地域ケア会議を開催する。 

ア 実務者会議，個別ケア会議 

・ 介護支援専門員による高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援 

・ 高齢者の実態把握や課題解決のためのネットワークの構築 

・ 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

 

イ 代表者会議 

・ 地域課題を地域住民で共有し，「地域で解決できる課題」「政策的な課題」を  

明らかにし，課題解決・政策形成を目指した取組を行う。 

 

  在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，在宅医療と介護を一体的に提

供し，切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進する。そのため，在

宅医療介護支援センターと連携を図り，地域の実情を把握・分析した上で，住民

や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿を共有し，医療機関と介護事業

所等の関係者との協働・連携を推進するため，次の事業に取り組む。 

① 現状分析・課題抽出・施策立案（計画） 

・ 地域の医療・介護の資源の把握 

・ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

・ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進 

② 対応策の実施 

・ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

・ 地域住民への普及啓発 

・ 医療・介護関係者の情報共有の支援，知識の習得等のための研修などの

地域の実情に応じた医療・介護関係者の支援 

 ・医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ・医療・介護関係者の研修 

③ 対応策の評価の実施，改善の実施 

④ その他の事業 

 

  生活支援サービスの体制整備 

高齢者が生きがいを持ちながら生活するためには，日常生活を支えていく生活 

支援サービスの体制整備を図っていくことが必要不可欠であり，多種多様なサー
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ビスの充実を図るため，生活支援コーディネーターを配置し，又はその活動を支

える協議体等を設置することにより，高齢者の社会参加を推進し，生活支援サー

ビスの充実を図っていく。 

 

７ 指定介護予防支援事業  

  平成１８年３月１４日，厚生労働省令第３７号の「指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」に基づき，介護保険における予防給付の対象者が介護予防サービ

ス等を適切に利用できるよう，その心身の状況やおかれている環境等を勘案し，介

護予防サービス計画を作成する。 

また，介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保され

るよう，介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行う。 

指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は，介護予防支援計画作成

等に必要な助言・支援を行う。 

  予防給付のケアマネジメント（要支援認定者を対象）  

ア アセスメント，介護予防サービス支援計画作成，実施，モニタリング，評価

の一連の支援経過について本人の自立促進をめざし,要介護への悪化を防止す

る。 

 

イ 介護予防プラン適正化の視点を持ったプラン検討会を引き続き開催する。 

 

  介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント 

第１号介護予防支援事業対象者についても適切なサービスが包括的かつ効果的

に支援が受けられるよう必要な援助を行う。 
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４ 令和５年度 地域包括支援センターの当初予算             

■令和５年度介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 
 

【歳 入】                             ［単位：円，％］ 

 
 
 
 
 

【歳 出】                             ［単位：円，％］ 

 

 

令 和 5 年 度 令 和 4 年 度

1
介 護 サー ビス
収 入

1
介 護 予 防
給 付 費 収 入

8,326,000 8,064,000 262,000 3.25

2

介 護 予 防 ・
日 常 生 活
支 援 総 合
事 業 費 収 入

4,384,000 4,384,000 0 0.00

小　計 12,710,000 12,448,000 262,000 2.10

3 繰 入 金 1
一 般 会 計
繰 入 金

5,125,000 4,808,000 317,000 6.59

小　計 5,125,000 4,808,000 317,000 6.59

4 繰 越 金 1 繰 越 金 1,000 1,000 0 0.00

小　計 1,000 1,000 0 0.00

5 諸 収 入 2 雑 入 82,000 39,000 43,000 110.26

小　計 82,000 39,000 43,000 110.26

17,918,000 17,296,000 622,000 3.60

予 算 比 較 増 減 率

歳　入　合　計

予 算 額
項款

令 和 5 年 度 令 和 4 年 度

1 総 務 費 1 総 務 管 理 費 17,422,000 16,747,000 675,000 4.03

小　計 17,422,000 16,747,000 675,000 4.03

2
介 護 予防 サー
ビ ス 事 業 費

1
介護予防給付
事 業 費

396,000 449,000 ▲ 53,000 ▲ 11.80

小　計 396,000 449,000 ▲ 53,000 ▲ 11.80

3 予 備 費 1 予 備 費 100,000 100,000 0 0.00

小　計 100,000 100,000 0 0.00

17,918,000 17,296,000 622,000 3.60歳　出　合　計

款 項
予 算 額

予 算 比 較 増 減 率

-24-



５ その他                                 

  介護予防支援事業所の委託契約の承認について（令和５年度分）                 

平成１８年３月１４日付け，厚生労働省令第３７号の「指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」第１２条第１項第１号の規定により，令和５年度指定介護予防支援

事業の一部を市内の指定居宅介護支援事業所に委託することについて承諾を求めるも

のである。 
 

▼ 協議結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

〇介護保険法（抜粋） 

(指定介護予防支援の事業の基準) 

第百十五条の二十三 指定介護予防支援事業者は，次条第二項に規定する指定介護予防

支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援

の事業の運営に関する基準に従い，要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護

予防支援を提供するとともに，自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行う

ことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立っ

てこれを提供するように努めなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示

された被保険者証に，認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見

に配慮して，当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，厚生労働省令で定めるところにより，指定介護予防支

援の一部を，厚生労働省令で定める者に委託することができる。 
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○指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（抜粋） 

(指定介護予防支援の業務の委託) 

第十二条 指定介護予防支援事業者は，法第百十五条の二十三第三項の規定により指定

介護予防支援の一部を委託する場合には，次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

一 委託に当たっては，中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営

協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第

一号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければな

らないこと。 

二 委託に当たっては，適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委

託する業務の範囲や業務量について配慮すること。 

三 委託する指定居宅介護支援事業者は，指定介護予防支援の業務に関する知識及び能

力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこ

と。 

四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定介護予防支援の業務を実施する介護

支援専門員が，第一条の二，この章及び第四章の規定を遵守するよう措置させなけれ

ばならないこと。 
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